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令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企
業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需
の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延⾧などが行われました。 
 
※本誌は「令和 3 年度税制改正の大綱」（令和 2 年 12 月 21 日閣議決定）及び「令和 3 年度（2021 年度）

経済産業関係 税制改正について」（令和 2 年 12 月経済産業省）等をもとに作成しています。 
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岐阜市本荘中ノ町１丁目１番地 

税理士法人   

株式会社  

社会保険労務士法人  

TEL．058-275-3550(代) 
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TEL．058-275-3555(代) 
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詳細は次月号で 

ご案内致します! 



 

 

 

 

 

いつもお世話になっております！ＮＥＸＴ岐阜リスク担当の松井です。 

お陰様で vol.23 となりました。これからもよろしくお願い致します！ 

事故時保障不足 0、無駄な保険料 0 を目指して！ 

 

新型コロナウイルス感染症の第 3 波が全国的に猛威を振るい、生活環境も 1 年程前とはずいぶん変化しスト

レスを感じる事もあるかと思います。 

海外ではワクチンが承認され、日本でも 2 月下旬には医療従事者の方から接種ができる準備ができたと明る

い兆しがでてきました。早く以前のような生活に戻れる事を心から願うばかりです。 

誰もが経験したことのない事態には予測不可能な出来事に発展する可能性もありますので、改めて新型コロ

ナウイルス感染症に対する必要なリスクマネジメント対策について、当社がおすすめする保険をご案内させ

ていただきます。 

 

① 業務災害補償保険（労災上乗保険） 

※政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン（特約に加入している場合） 

労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると

認められれば、給付の対象となります。 

② 生産物賠償責任保険 

※食中毒・感染利益補償の特約が付帯されている場合（加入できる業種が限定されています） 

新型コロナウイルスに罹患した方が保険の対象となる施設にいたことにより、行政措置がとられ、休業 

したことによる利益減少を補填する保険。 

③ 火災保険 

※休業補償特約に加入している場合 

火災等により休業された利益補償だけではなく、Ｒ３年１月からコロナ感染による休業補償も追加され

ました。 

ただし、コロナでの休業補償は１４日間で補償額は最大 500 万円までとなります。 

非常に安価でどの職種の方も加入できる休業補償ですので、是非加入をしていただきたいおすすめの保

険です。 

1 口＝1 万（日額）  保険料（例）※20 口加入＝20 口×1 万＝20 万（日額） 

保険料： 22,080 円（年間） （構造・業種により保険料は異なります） 

      株式会社 NEXT 岐阜 

リスクマネジメント部 担当:松井・棚橋 
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安江 利至 撮影 

大塚 幹央 撮影 

秋の郡上八幡城です。 

早く、お城巡りなどできる日が

来るといいですね。 

 週末に子供のお気に入りスポットの岐阜市科学館に行く

ことが多いです。 

 子供のお気に入りが、プラネタリウムの上映会です。現在

は午前にちびまる子ちゃん、午後に名探偵コナンが上映さ

れています。 

 科学館内にあるそれぞれの看板の写真をご紹介します。 

PS・ちびまる子ちゃんは 4 月上旬まで、コナンは 5 月いっぱ

いの上映予定です。なお上映時間などの詳細は、岐阜市

科学館の HP をご覧ください。 

中川 聡 撮影 

 我が家にはお客様から譲っていただいたメダカとエビがい

ます。 

 その中のエビ 1 尾がなんと!水草の上になぜかいたため

思わず撮ってしまいました。 

 水中で生息するエビだと思っていたのですが、水上でも

生息できるのだとビックリです。 

 しばらくの後、水槽を見てみると水草から降りて水中で

泳いでいました。 

 泳ぎつかれて休んでいたのでしょうか?（笑） 



 

２０２１年１月より税理士法人ＮＥＸＴのホームページ上

に「税理士法人ＮＥＸＴ ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル」を開

設しました。毎月１本動画を更新しております。ご視聴いただく

にはパスワードが必要となっております。１２月の請求書に「税

理士法人ＮＥＸＴ ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの視聴方

法」についてのチラシを同封しており、そちらにパスワードが記載されております。チラシを紛失された方につきま

しては、監査担当者までお問い合わせてください。 

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル情報 

３月 1 日より公開予定 

相続の基礎講座その④～養子縁組と相続税の節税効果～ 

過去の動画案内 

相続の基礎講座その①～相続税がかかる人・かからない人～ 

相続の基礎講座その②～相続税の計算方法と相続税の負担～ 

相続の基礎講座その③～相続人の判定と相続分～ 
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